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(57)【要約】
　画像にアノテーションを付すための方法及びシステム
が開示される。ユーザは、医療イメージングシステムの
タッチスクリーンを用いて画像にアノテーションを付け
得る。アノテーションは、ユーザによるフリーフォーム
描画であってもよい。アノテーションはタッチスクリー
ン、及び医療イメージングシステムの他のディスプレイ
上に画像とともに表示されてもよい。アノテーションは
、位置情報、診断情報、及び／又は他の情報を提供し得
るメタデータと関連付けられてもよい。メタデータ、ア
ノテーション、及び画像は、医療イメージングシステム
のメモリ内に保存され得る。画像は、後にレビューする
ために、メタデータに基づいてメモリから取り出されて
もよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療イメージングシステムによって取得された画像に関連付けられる、ユーザからのア
ノテーション入力を受け取るタッチスクリーンと、
　前記タッチスクリーンから前記アノテーション入力を受け取り、少なくとも部分的に前
記アノテーション入力に基づき、アノテーションとして前記画像に関連付けられるグラフ
ィックオーバーレイを生成するグラフィックスプロセッサと、
　前記画像及び前記アノテーションを表示するディスプレイと、
　前記画像及び前記アノテーションを保存するメモリとを備える、
　医療イメージングシステム。
【請求項２】
　前記グラフィックスプロセッサは、さらに、前記アノテーションにメタデータを関連付
ける、請求項１に記載の医療イメージングシステム。
【請求項３】
　前記アノテーションに関連付けられるメタデータを保存するデータベースをさらに備え
る、請求項２に記載の医療イメージングシステム。
【請求項４】
　前記メタデータは、ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）メタタグ、特定の解剖学的構造、アノ
テーションの種類、又はフラグのうちの少なくとも１つを含む、請求項２に記載の医療イ
メージングシステム。
【請求項５】
　前記医療イメージングシステムによって取得される前記画像は、ライブ画像である、請
求項１に記載の医療イメージングシステム。
【請求項６】
　前記ディスプレイ及び前記タッチスクリーンは、前記画像及び前記アノテーションを同
時に表示する、請求項１に記載の医療イメージングシステム。
【請求項７】
　前記画像を取得するための超音波プローブをさらに備える、請求項１に記載の医療イメ
ージングシステム。
【請求項８】
　前記画像内の特定の解剖学的構造の位置を計算し、前記位置を前記グラフィックスプロ
セッサに提供する電磁トラッキングシステムをさらに備え、前記グラフィックスプロセッ
サはさらに、前記アノテーションを前記特定の解剖学的構造に関連付ける、請求項１に記
載の医療イメージングシステム。
【請求項９】
　前記画像及び前記アノテーションは、別々のレイヤーとして前記メモリ内に保存される
、請求項１に記載の医療イメージングシステム。
【請求項１０】
　前記グラフィックスプロセッサは、複数のプロセッサを備える、請求項１に記載の医療
イメージングシステム。
【請求項１１】
　前記タッチスクリーンは、前記ディスプレイを制御する、請求項１に記載の医療イメー
ジングシステム。
【請求項１２】
　画像にアノテーションを付す方法であって、前記方法は、
　タッチスクリーンから前記画像に関連付けられるアノテーション入力を受け取るステッ
プと、
　前記アノテーション入力に対応するグラフィックオーバーレイを生成するステップであ
って、前記アノテーション入力に対応する前記グラフィックオーバーレイはアノテーショ
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ンである、ステップと、
　前記グラフィックオーバーレイを前記タッチスクリーンに提供するステップとを含む、
方法。
【請求項１３】
　メタデータを前記アノテーションに関連付けるステップをさらに含む、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記メタデータは、グラフィックスプロセッサによって前記アノテーションに自動的に
関連付けられる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記アノテーションに関連付けられる前記メタデータは、前記タッチスクリーンから受
け取られる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記画像、前記アノテーション、及び前記メタデータをメモリ内に保存するステップを
さらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記メタデータに少なくとも部分的に基づき、前記メモリから前記画像を取り出すステ
ップをさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記画像、アノテーション、及びメタデータを、前記メモリから別のデバイスにエクス
ポートするステップをさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記グラフィックオーバーレイをディスプレイに提供するステップをさらに含む、請求
項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記タッチスクリーンから受け取られた入力に応じて、アノテーションモードに入るス
テップをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　臨床検査の間、医療イメージングシステムのユーザは、しばしば、画像に注釈を追加す
ることを望む。ユーザは、画面に表示されているライブ画像にアノテーションを追加した
り、及び／又はレビュー中の既得画像にアノテーションを追加し得る。これらのアノテー
ションの目的は、個々の画像にタイトル又は説明を付与すること、画像の特定領域を強調
すること、及び被写体中の撮像部分を指し示すことを含み得る。超音波イメージングのよ
うなリアルタイムイメージングモダリティの場合、画像にアノテーションを付すだけでな
く、イメージングの速度及び効率性も重要である。医療イメージングシステムによって撮
像される患者の多様性を考えると、アノテーション方法はさらに、患者の特異な又は予期
されない異常を捉えるためにフレキシブルである必要がある。例えば、手術中に、超音波
技術者は、外科医が見るために流体ポケットを強調したい場合がある。
【０００２】
　医療画像にアノテーションを入力するための既存の方法には、キーボードによる入力、
制御パネル上のノブの押下及び／又は回転、タッチスクリーン及び／又はコントロールパ
ネル上のボタンの押下、並びに／又はトラックボールの操作が含まれる。ユーザが所望の
アノテーションを完了させるには、入力装置を用いた複数の動作、場合によっては多数の
動きが必要であり、これは効率性を低下させる。
【０００３】
　通常のテキスト処理アプリケーションのように、キーボードを使用してフリーテキスト
アノテーションを画像に追加することができる。しかしながら、テキストのサイズ及びス
タイルは、製造者の入力又は限られたカスタマイズ入力に基づく、イメージングシステム
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指定のものに限定される。製造者は、テキストアノテーションを固定の選択肢のセットに
制限し得る。ユーザは、キーボード及び文字セットの制限のために、所望の文字及び／又
は記号を全て入力することができない可能性がある。
【０００４】
　今日のイメージングシステムで利用可能なグラフィックベースのアノテーションは、し
ばしば、試験中に選択可能な固定の複数のアノテーション選択肢に限定される。さらに、
ユーザは、イメージングシステムを用いて任意の又はカスタムのグラフィックスを画像に
追加することができない。
【０００５】
　臨床現場では、イメージングシステムが全てのタイプのアノテーションを異なるシステ
ムモードに分割し、複数のタイプのアノテーションを追加するのに余分なステップを必要
とする場合、画像にアノテーションを追加する際の非効率性が悪化する可能性がある。例
えば、矢印とテキストラベルを用いて病理をマーキングするには、以下の５段階の処理が
求められ得る：「矢印アノテーション」モードのアクティブ化、矢印の配置、「テキスト
ラベル」モードのアクティブ化、テキストカーソルの配置、及びテキストアノテーション
のタイピング。このワークフローは、ユーザがアノテーションを頻繁に変更したい場合や
、一度の患者検査で多くの異なるアノテーションを使用する場合には、特に面倒である可
能性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示の一実施形態に係る医療イメージングシステムの例は、ユーザからのアノテーシ
ョン入力を受け取り得るタッチスクリーンであって、前記アノテーション入力は、前記医
療イメージングシステムによって取得された画像に関連付けられ得る、タッチスクリーン
と、前記タッチスクリーンから前記アノテーション入力を受け取り、少なくとも部分的に
前記アノテーション入力に基づき、グラフィックオーバーレイを生成し得るグラフィック
スプロセッサであって、前記グラフィックオーバーレイは、アノテーションとして前記画
像に関連付けられ得る、グラフィックスプロセッサと、前記画像及び前記アノテーション
を表示し得るディスプレイと、前記画像及び前記アノテーションを保存し得るメモリとを
備え得る。
【０００７】
　本開示の一実施形態に係る画像にアノテーションを付す方法の例は、タッチスクリーン
からアノテーション入力を受け取るステップであって、前記アノテーション入力は前記画
像に関連付けられる、ステップと、前記アノテーション入力に対応するグラフィックオー
バーレイを生成するステップであって、前記アノテーション入力に対応する前記グラフィ
ックオーバーレイはアノテーションである、ステップと、前記グラフィックオーバーレイ
をタッチスクリーンに提供するステップとを含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　図１は、本開示の一実施形態に係る超音波イメージングシステムの機能的ブロック図で
ある。
【０００９】
　図２は、本開示の一実施形態に係る超音波イメージングシステムの概略図である。
【００１０】
　図３は、本開示の一実施形態に係るタッチスクリーンのグラフィカルディスプレイであ
る。
【００１１】
　図４は、本開示の一実施形態に係るディスプレイのグラフィカルディスプレイである。
【００１２】
　図５は、本開示の一実施形態に係る方法のフローチャートを示す。
【００１３】
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　図６は、本開示の一実施形態に係る方法のフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　特定の例示的な実施形態に関する以下の説明は、単なる例示に過ぎず、本発明又は本発
明の適用若しくは用途を限定するものではない。本発明に係るシステム及び方法の実施形
態に関する以下の詳細な説明では、本明細書の一部を形成する添付図面が参照され、添付
図面には、説明されるシステム及び方法が実施され得る具体的実施形態が例示されている
。これらの実施形態は、当業者が本開示のシステム及び方法を実施することを可能にする
のに十分に詳細に記載されており、他の実施形態も利用可能であること、及び本発明に係
るシステムの趣旨及び範囲を逸脱することなく構造的及び論理的変更がなされ得ることを
理解されたい。
【００１５】
　したがって、以下の詳細な説明は限定的な意味で解釈されるべきではなく、本発明に係
るシステムの範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ規定される。図中の参照番号の先
頭の桁は、通常、図番に対応するが、複数の図中に現れる同一の構成要素が同じ参照番号
によって識別される場合は除く。さらに、明瞭さを目的として、当業者には明らかである
と考えられる場合、本発明に係るシステムの説明を不明瞭にしないために、特定の特徴の
詳細な説明は省かれる。
【００１６】
　本開示の例示的な実施形態によれば、ユーザ（例えば、超音波技術者、臨床医）は、タ
ッチスクリーンを入力装置として使用して、ライブ画像又は既得画像上にアノテーション
を自由に描くことができる。ライブ画像は、医療イメージング装置によって現在取得及び
表示されている画像であってもよい。例えば、超音波イメージングシステムは、超音波プ
ローブによって受信されるエコー信号に基づいて画像を表示し得る。画像の例は、２Ｄ画
像、３Ｄ画像の平面、及び／又は３Ｄ立体のレンダリングを含み得る。一部の実施形態で
は、ユーザは、指及び／又はスタイラスを使用してタッチスクリーンとインタラクトする
ことによって画像上にアノテーションを描くことができる。その後、ユーザは、後で見る
ためにアノテーションを画像の一部として保存し得る。アノテーションはタッチスクリー
ン、及び医療イメージング装置の他のディスプレイ上に表示されてもよい。タッチスクリ
ーン及びディスプレイは、対応する画像及びアノテーションを表示し得る。これは、複数
のユーザ間で情報を共有することを容易にし得る。例えば、超音波技術者は、血管に丸を
付けることによって、医療イメージング装置のタッチスクリーンを用いてライブ画像にア
ノテーションを付すことができる。医療イメージング装置のディスプレイは、より見やす
くするために医療処置を実行する臨床医に向けられてもよい。臨床医は、同じライブ画像
及び超音波技術者のアノテーションをディスプレイ上で見ることができる。臨床医は、デ
ィスプレイ上で、ライブ超音波画像のアノテーションを、超音波技術者によってタッチス
クリーン上で入力されるとともに見ることができる。
【００１７】
　図１を参照すると、本開示の原理に従って構成された超音波イメージングシステム１０
がブロック図形式で示されている。図１の超音波診断イメージングシステムでは、超音波
プローブ１２は、超音波を送信し、エコー情報を受信するトランスデューサアレイ１４を
含む。様々なトランスデューサアレイ、例えばリニアアレイ、コンベックスアレイ、又は
フェーズドアレイが当該技術分野においてよく知られている。トランスデューサアレイ１
４は、例えば、２Ｄ及び／又は３Ｄイメージングのために仰角次元及び方位角度次元の両
方で走査可能な複数のトランスデューサ素子からなる２次元アレイを含むことができる（
図示のように）。トランスデューサアレイ１４は、アレイ内のトランスデューサ素子によ
る信号の送受信を制御するプローブ１２内のマイクロビームフォーマ１６に結合される。
この例では、マイクロビームフォーマは、送受信の切り替えを行い、メインビームフォー
マ２２を高エネルギー送信信号から保護する送信／受信（Ｔ／Ｒ）スイッチ１８にプロー
ブケーブルによって結合される。一部の実施形態では、システム内のＴ／Ｒスイッチ１８
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及び他の要素は、別個の超音波システムベース内ではなく、トランスデューサプローブ内
に含まれ得る。マイクロビームフォーマ１６によって制御されるトランスデューサアレイ
１４からの超音波ビームの送信は、Ｔ／Ｒスイッチ１８及びビームフォーマ２２に結合さ
れる送信コントローラ２０によって管理され、送信コントローラ２０は、ユーザのユーザ
インターフェース及び／又はコントロールパネル２４の操作から入力を受け取る。一部の
実施形態では、ユーザインターフェース及び／又はコントロールパネル２４は、タッチス
クリーンを含み得る。送信コントローラ２０によって制御される機能の１つは、ビームが
ステアリングされる方向である。ビームは、トランスデューサアレイから直進する（アレ
イに対して直交する）よう方向づけられてもよいし、又は、より大きな視野のために異な
る角度に方向づけられてもよい。マイクロビームフォーマ１６によって生成された部分的
にビーム成形された信号は、メインビームフォーマ２２に送られ、各トランスデューサ素
子パッチからの部分的にビーム成形された信号が結合され、完全にビーム成形された信号
が生成される。
【００１８】
　ビーム成形された信号は、信号プロセッサ２６に結合される。信号プロセッサ２６は、
受信されたエコー信号を、バンドパスフィルタリング、デシメーション、Ｉ及びＱ成分分
離、及び高調波信号分離などの様々な方法で処理することができる。信号プロセッサ２６
はまた、スペックル低減、信号合成、及びノイズ除去などの追加の信号エンハンスメント
を実行してもよい。処理された信号は、Ｂモードプロセッサ２８に結合され、体内の構造
のイメージングのために振幅検出が使用され得る。Ｂモードプロセッサによって生成され
た信号は、スキャンコンバータ３０及び多断面（ｍｕｌｔｉｐｌａｎａｒ）リフォーマッ
タ３２に結合される。スキャンコンバータ３０は、所望の画像フォーマットで、エコー信
号が受信された空間的関係にエコー信号を配置する。例えば、スキャンコンバータ３０は
、エコー信号を２次元（２Ｄ）扇形フォーマット又はピラミッド３次元（３Ｄ）画像に配
置し得る。多断面リフォーマッタ３２は、米国特許第６，４４３，８９６号（Ｄｅｔｍｅ
ｒ）に記載されているように、人体の立体領域内の共通平面内の複数の点から受信された
エコーを、その平面の超音波画像に変換し得る。ボリュームレンダラー３４は、例えば、
米国特許第６，５３０，８８５号（Ｅｎｔｒｅｋｉｎら）に記載されているようにして、
３Ｄデータセットのエコー信号を、所与の基準点から見た投影３Ｄ画像に変換する。２Ｄ
又は３Ｄ画像は、スキャンコンバータ３０、多断面リフォーマッタ３２、及びボリューム
レンダラー３４から画像プロセッサ３６に結合され、画像ディスプレイ３８上に表示する
ために、さらなるエンハンスメント、バッファリング、及び一時的保存が行われる。グラ
フィックスプロセッサ４０は、超音波画像と共に表示されるグラフィックオーバーレイを
生成し得る。グラフィックオーバーレイは、例えば、患者の名前、画像の日時、イメージ
ングパラメータなどの標準的な識別情報を含み得る。これらの目的のために、グラフィッ
クプロセッサは、タイピングされた患者の名前などの入力をユーザインターフェース２４
から受け取る。ユーザインターフェース２４はまた、複数のＭＰＲ（ｍｕｌｔｉｐｌａｎ
ａｒ　ｒｅｆｏｒｍａｔｔｅｄ）画像の表示の選択及び制御のために多断面リフォーマッ
タ３２に結合され得る。一部の実施形態では、グラフィックプロセッサ４０は、複数のプ
ロセッサとして実装されてもよい。
【００１９】
　本開示の少なくとも一部の実施形態によれば、グラフィックプロセッサ４０によって生
成されたグラフィックオーバーレイは、ユーザインターフェース２４のタッチスクリーン
を介してユーザによって入力されたアノテーションを含むことができる。グラフィックプ
ロセッサ４０及び／又は画像プロセッサ３６は、画像及び／又はグラフィックオーバーレ
イをメモリ４２に保存し得る。一部の実施形態では、ユーザは、ユーザインターフェース
２４を介して保存される画像を選択することができる。メモリ４２に保存された画像及び
／又はグラフィックオーバーレイは、後で見るためにディスプレイ３８上で取り出するこ
とができ、かつ／又は、別のデバイス（例えば、ＵＳＢドライブ、パーソナルコンピュー
タ、電子医療記録システム、データ保存サーバ）に後で見るために転送され得る。
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【００２０】
　ユーザは、超音波プローブ１２で画像を取得し、取得された画像を、ディスプレイ３８
及び／又はユーザインターフェース２４に含まれるタッチスクリーン上で観察し得る。ユ
ーザは、指、スタイラス、及び／又はタッチスクリーン上の他の入力装置を使用して画像
上にアノテーションを付け得る。ユーザは、ライブ画像に対して、又は既にメモリ４２に
保存されている画像に対してアノテーションを付与し得る。アノテーションは、画像及び
アノテーションが同時にディスプレイ３８及びタッチスクリーン上に表示され得るように
、グラフィックプロセッサ４０によって動的に画像と統合されてもよい。一部の実施形態
では、従来の方法（例えば、トラックボール、キーボード、及び／又はユーザインターフ
ェース２４の他の入力）を介して作成されるアノテーションが、タッチスクリーンを介し
てアノテーションが作成された画像と同じ画像上に作成され得る。画像は、全てのユーザ
入力タイプを介して作成されたアノテーションとともにメモリ４２に保存され得る。
【００２１】
　一部の実施形態では、アノテーション及び取得画像を含むグラフィックオーバーレイは
、複数の「層」としてメモリ４２に保存されてもよい。取得画像は、１つ以上の層であっ
てもよく、グラフィックオーバーレイは、１つ以上の層であってもよい。例えば、患者情
報がある層に含まれる一方、タッチスクリーンを介して入力されたアノテーションは別個
の層として保存されてもよい。ユーザは、表示されるレイヤーを選択可能であってもよい
。例えば、ユーザは、全ての層を見ることができ、この場合、取得画像がアノテーション
及び患者情報とともに表示され得る。次いで、ユーザは、アノテーション層の表示を禁止
して、アノテーションによって邪魔されない状態の取得画像を見ることを選択し得る。
【００２２】
　一部の実施形態では、タッチスクリーンを介してユーザによって入力されたアノテーシ
ョンは、メタデータと関連付けられてもよい。メタデータは、画像とともにメモリ４２内
の同じファイルに、及び／又は、メモリ４２内の画像ファイルに関連付けられた別個のフ
ァイルとして保存され得る。一部の実施形態では、メタデータは、画像内のどこにアノテ
ーションが位置するかを示し得る。一部の実施形態では、メタデータは、アノテーション
が関連する解剖学的構造を示し得る。一部の実施形態では、メタデータは、時間が経って
も画像を追跡できるよう、画像がアノテーション付きであることを示すフラグを画像に付
けてもよい。例えば、研究者は、フラグに基づき、患者のために保存された過去の検査か
らの全ての画像のセットから、アノテーションを含む過去の検査からの画像を取り出し得
る。これにより、研究者は、アノテーション付きの画像のみをレビューすることができる
。これは、経時的にモニタリングされている患者の状態に関する関連画像を迅速に検索及
びレビューすることを容易にし得る。
【００２３】
　メタデータは、例えばＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）規格などの規格に準拠してもよい。
ＤＩＣＯＭ規格は、診断結果のトラッキング又は医療費請求のための特定診断コードを可
能にし得るメタタグを含む。一部の実施形態では、規格及び／又は他のデータは、アノテ
ーションに関連付けられるメタデータとして使用するためにデータベース４４に保存され
得る。一部の実施形態では、グラフィックプロセッサ４０は、アノテーションをメタデー
タと自動的にリンクし得る。一部の実施形態では、ユーザは、アノテーションに関連付け
られるべきデータを選択することができる。例えば、ユーザは、アノテーションが関連付
けられている特定の解剖学的構造、注釈されている特徴（例えば、流体ポケット、腫瘍、
瘢痕組織）、及び／又はアノテーションのタイプ（例えば、測定、メモ、警告）を入力し
得る。
【００２４】
　図２は、本開示の一実施形態に係る超音波イメージングシステム２００の概略図を示す
。超音波イメージングシステム２００は、一部の実施形態では、図１に示す超音波イメー
ジングシステム１０の要素の一部又は全てを含み得る。超音波イメージングシステム２０
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０は、ユーザによって位置決めされ得るディスプレイ２０５を含み得る。ディスプレイ２
０５は、図１のディスプレイ３８を実装するために使用されてもよい。一部の実施形態で
は、ディスプレイ２０５はフラットパネルディスプレイであってもよい。ディスプレイ２
０５は、広範囲の視野にわたって見ることができるよう、関節接続（ａｒｔｉｃｕｌａｔ
ｅｄ）されたものであってもよい。本開示の１つ又は複数の実施形態を実施するために使
用され得る関節式フラットパネルディスプレイを有する超音波システムの例は、欧州特許
ＥＰ１７１３３９６において見つけることができる。超音波イメージングシステム２００
は、タッチスクリーン２１０及びコントロールパネル２１５をさらに含み得る。タッチス
クリーン２１０及び／又はコントロールパネル２１５は、図１のユーザインターフェース
２４を実装するために使用されてもよい。タッチスクリーン２１０及び／又はコントロー
ルパネル２１５は、画像取得、イメージングパラメータ、データ保存、画像に対するアノ
テーションの付与、及び／又は他のイメージングパラメータを制御するために使用され得
る。コントロールパネル２１５は、超音波イメージングシステム２００を制御するための
１つ又は複数の制御要素を含み得る。図２に示す実施形態では、コントロールパネル２１
５は、キーボード、トラックボール、制御ノブ、及びスイッチを含む。コントロールパネ
ル２１５の他の実施形態は、より多くの又はより少ない制御要素を含むことができる。コ
ントロールパネル２１５の他の実施形態は、図２に示される要素とは異なる要素を含むこ
とができる。例えば、コントロールパネル２１５は、トラックパッド、１つ以上のロッカ
ースイッチ、及び／又はマイクロフォンを含み得る。一部の実施形態では、コントロール
パネル２１５を使用して、ディスプレイ２０５及び／又はタッチスクリーン２１０上に表
示されるものが制御され得る。一部の実施形態では、タッチスクリーン２１０を使用して
、タッチスクリーン２１０及び／又はディスプレイ２０５上に表示されるものが制御され
得る。
【００２５】
　ユーザは、超音波プローブで画像を取得し、取得された画像を、ディスプレイ及び／又
はタッチスクリーン上で観察し得る。アノテーションを画像に追加するために、ユーザは
、タッチスクリーン上のオプションを選択して、アノテーションモードに入り得る。ユー
ザはその後、指、スタイラス、及び／又はタッチスクリーン上の他の入力装置を使用して
画像上にアノテーションを付け得る。ユーザは、ライブ画像に対して、又は既にメモリに
保存されている画像に対してアノテーションを付与し得る。アノテーションは、画像及び
アノテーションが同時に複数のディスプレイ上（例えば、イメージングシステム２００の
タッチスクリーン２１０及びディスプレイ２０５の両方）に表示され得るように、グラフ
ィックプロセッサによって動的に画像と統合されてもよい。ユーザは、取得画像及びアノ
テーションをメモリに保存し、かつ／又は別の場所（例えば、電子メール、ネットワーク
ドライブ）にエクスポートし得る。一部の実施形態では、従来の方法を介して作成される
アノテーション（例えば、トラックボール、キーボード、及び／又はユーザインターフェ
ースの他の入力を介して選択されるアイコン、テキスト、及び／又は他の記号）が、タッ
チスクリーンを介してアノテーションが作成された画像と同じ画像上に作成され得る。画
像は、全てのユーザ入力タイプを介して作成されたアノテーションとともに保存され得る
。
【００２６】
　図３は、本開示の一実施形態に係る医療イメージングシステムのタッチスクリーンの例
示的なグラフィックディスプレイ３００である。グラフィカルディスプレイ３００は、医
療イメージングシステム１０及び／又は２００などの医療イメージングシステムを制御す
るためにユーザによって選択され得る１つ又は複数のボタン３０５を含み得る。例えば、
これらのボタンは、ヘルプメニューを開くために、画像を保存するために、以前に保存さ
れた画像を開くために、及び／又は他の機能を行うために使用され得る。グラフィックデ
ィスプレイ３００は、画像３１０をさらに含み得る。画像は、医療画像システムのプロー
ブによって取得されたライブ画像又は以前に保存された画像であり得る。ユーザは、タッ
チスクリーンを使用して画像にアノテーションを付けることができる。一部の実施形態で
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は、アノテーションはフリーフォーム描画であってもよい。図３のグラフィカルディスプ
レイ３００は、タッチスクリーンを介してユーザによって入力されるいくつかのアノテー
ションの例３１５、３２０、３２５、及び３３０を示す。アノテーションの例は、日付３
１５、丸及び矢印３２０、シェード領域３２５、及び特徴の輪郭３３０を含む。図３に示
すアノテーションは、例示を目的とするものに過ぎず、ユーザが入力できるアノテーショ
ンは、図３に示されるものに限定されない。グラフィカルディスプレイ３００は、ユーザ
によって入力されたアノテーションを制御するためのボタン３３５を含み得る。例えば、
ユーザは以前に作成されたアノテーションを消去し、及び／又はアノテーションの色を選
択することができる。他のオプションも提供され得る（例えば、線の太さ、記号、コピー
／ペースト）。
【００２７】
　一部の実施形態では、ユーザは、アノテーションを作成及び／又は調整するためにタッ
チスクリーン上でのジェスチャを使用することができる。例えば、ユーザは、ユーザが描
いた図形をダブルタップすることにより、該図形を自動的に網掛けすることができる。他
の例では、ユーザは、アノテーションを拡大又は縮小するために、タッチスクリーン上で
２本の指をドラッグすることができる。
【００２８】
　一部の実施形態では、ユーザは、アノテーションを特定の解剖学的構造に関連付けるこ
とができる。特定の解剖学的構造を含む全てのビューにアノテーションが現れるように、
アノテーションが、１つ又は複数の画像にわたって伝搬されてもよい。一部の実施形態で
は、ユーザは、アノテーションをライブ画像内の特定の解剖学的構造に関連付けることが
できる。超音波プローブが移動するにつれて表示されるライブ画像が変化すると、ディス
プレイ内において、アノテーションは特定の解剖学的構造を追跡し得る。一部の実施形態
では、アノテーションは、イメージングシステムに含まれる解剖学的認識ソフトウェアの
使用によって特定の解剖学的構造との関連を維持し、その例は、特許出願ＰＣＴ／ＩＢ２
０１１／０５３７１０、“Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｔｈｒｅｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　
ａｏｒｔｉｃ　ｒｏｏｔ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｍｏｄｅｌｉｎｇ”におい
て見つけることができる。一部の実施形態では、アノテーションと特定の解剖学的構造と
の間の関連付けを維持するために、ＰｅｒｃｕＮａｖシステムなどの電磁トラッキング及
びナビゲーションシステムが使用され得る。電磁トラッキングシステムは、撮像部位及び
周辺空間を通過する電磁場を放射する電磁場発生器を含み得る。超音波プローブ、撮像対
象（例えば、患者）、及び／又は他の物体（例えば、生検針）上にセンサが配置され得る
。センサは電磁場と相互作用し、超音波プローブ、撮像対象、及び／又は物体の位置及び
向きを計算するために使用される信号を生成する。電磁トラッキングシステムによって計
算された位置は、ユーザによって選択された画像内の特定の解剖学的構造に対してアノテ
ーションを調整するために、グラフィックスプロセッサ及び／又は画像プロセッサに提供
され得る。
【００２９】
　図４は、本開示の一実施形態に係る医療イメージングシステムのディスプレイの例であ
るグラフィックディスプレイ４００である。ディスプレイ４００は、医療イメージングシ
ステムを制御するためにユーザによって選択され得る１つ又は複数のアイコン４０５を含
み得る。例えば、これらのアイコンは、ヘルプメニューを開くために、画像を保存するた
めに、以前に保存された画像を開くために、及び／又は他の機能を行うために使用され得
る。アイコン４０５は、トラックボール、マウス、キーボード、及び／又は医療イメージ
ングシステムのコントロールパネルの他の要素を使用することによってユーザによって選
択され得る。グラフィックディスプレイ４００は、画像３１０をさらに含み得る。画像３
１０は、図３に示すタッチスクリーンのグラフィカルディスプレイ３００に表示されるも
のと同じ画像であってもよい。グラフィカルディスプレイ４００は、図３を参照して説明
した、タッチスクリーンを介してユーザによって入力される同じアノテーション３１５、
３２０、３２５、及び３３０を表示し得る。グラフィックディスプレイ４００は、医療イ
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メージングシステムを制御するためのオプション及びメニュー４３５を含み得る。例えば
、ユーザは、異なるイメージングモードに入ること、測定を実行すること、画像解析ソフ
トウェアを実行すること、及び／又は他のアプリケーションを実行することが可能であり
得る。
【００３０】
　必ずしも示されていないが、グラフィカルディスプレイ３００及び／又は４００はまた
、例えば、ユーザが必要に応じてスキャン、ファイル保存、プリント、画像転送（例えば
、あるディスプレイから別のディスプレイへ）、ミュート、転記、及び／又はヘッドピー
スの使用をするために選択可能なユーザ選択肢、例えば、アイコンやメニュー項目を表示
し得る。さらに、当該技術分野で知られている１つ又は複数のメニューが、ユーザの便宜
のために提供されてもよい。表示画像及び関連付けられたデータは、画像取得中又は後の
解析中の任意の時点で保存され得る。しかしながら、ユーザがオリジナル情報を参照し、
並びに／又は、いつ及び／又は誰が情報に変更を加えたか（例えば、生成されたレポート
に保存されていてもよい）を特定できるように、データが追加及び／又は編集された時間
を示す情報を集める履歴モードがアクティブ化されてもよい。さらに、後の使用のための
変更も保存されてもよい。
【００３１】
　図５は、本開示の一実施形態に係る方法５００のフローチャートを示す。方法５００は
、医療イメージングシステムによって取得された画像にアノテーションを付けるために使
用され得る。一部の実施形態では、方法５００は、ユーザが医療イメージングシステムの
タッチスクリーンを操作することによって実行されてもよい。ユーザは、ステップ５０５
においてアノテーションモードに入り得る。一部の実施形態では、ユーザは、アノテーシ
ョンモードに入るためにタッチスクリーン上のボタンに触れることができる。ステップ５
０５において、ユーザは画像に１つ又は複数のアノテーションを付けることができる。一
部の実施形態では、アノテーションは、ユーザがタッチスクリーンとインタラクトするこ
とによって作成され得る。ユーザは、指、スタイラス、及び／又は他の入力装置をタッチ
スクリーンに当てることによってタッチスクリーンとインタラクトし得る。ステップ５１
５において、ユーザは画像をアノテーションとともに保存することができる。一部の実施
形態では、アノテーション付きの画像は、医療イメージングシステムのメモリに保存され
得る。一部の実施形態では、アノテーション付きの画像は、メモリに保存される際にメタ
データと関連付けられてもよい。
【００３２】
　方法５００は、一部の実施形態では追加のステップを含むことができる。例えば、ユー
ザは、ステップ５１０で作成されたアノテーションと関連付けられるメタデータ及び／又
は他のデータを選択することができる。一部の実施形態では、アノテーションは、ステッ
プ５１５でアノテーション付き画像を保存する前に又は保存中に、画像の特定の解剖学的
構造に手動で又は自動的に関連付けられてもよい。
【００３３】
　図６は、本開示の一実施形態に係る方法６００のフローチャートを示す。方法６００は
、医療イメージングシステムによって取得された画像にアノテーションを付けるために使
用され得る。一部の実施形態では、方法６００は、医療イメージングシステムのグラフィ
ックスプロセッサによって実行されてもよい。ステップ６０５において、グラフィックス
プロセッサは、医療イメージングシステムによって取得された画像のためのアノテーショ
ンに対応する入力を受け取り得る。一部の実施形態では、入力は、医療イメージングシス
テムのタッチスクリーンから受け取られ得る。ステップ６１０において、グラフィックス
プロセッサは、ステップ６０５で受け取られたアノテーション入力に対応するグラフィッ
クオーバーレイを生成し得る。アノテーション入力に対応するグラフィックオーバーレイ
は、アノテーションと呼ばれ得る。ステップ６１５において、グラフィックオーバーレイ
は、タッチスクリーン及び／又は医療イメージングシステムのディスプレイに提供され得
る。タッチスクリーン及び／又はディスプレイは、グラフィックスプロセッサから受け取
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った画像及びアノテーションを表示し得る。追加で、ステップ６２０において、アノテー
ションにメタデータが関連付けられてもよい。メタデータは、グラフィックスプロセッサ
によってアノテーションと自動的に関連付けられてもよく、かつ／又は、メタデータは、
タッチスクリーン又はコントロールパネルなどの入力デバイスから受け取られてもよい。
一部の実施形態では、メタデータは、グラフィックスプロセッサがアクセス可能なデータ
ベースから取り出されてもよい。アノテーション及び／又はメタデータを有する画像は、
ステップ６２５において保存され得る。一部の実施形態では、アノテーション及び／又は
メタデータを有する画像は、グラフィックスプロセッサによって自動的に保存され得る。
一部の実施形態では、アノテーション及び／又はメタデータを有する画像は、入力デバイ
スからの保存コマンドに応じて保存され得る。一部の実施形態では、アノテーション及び
／又はメタデータを有する画像は、医療イメージングシステムのメモリ内に保存され得る
。
【００３４】
　一部の実施形態では、方法６００の１つ又は複数のステップが省略されてもよい。一部
の実施形態では、アノテーション及び／又はメタデータを有する画像は保存されなくても
よく、この場合、ステップ６２５が排除される。例えば、超音波技術者は、外科手術中に
外科医を補助するためにライブ画像にアノテーションを付けることができる。この処置中
に作成された画像及びアノテーションは、将来の処理及び／又は検査には関連しない可能
性があり、超音波技術者は、画像及び／又はアノテーションを保存しないことを選択し得
る。一部の実施形態では、ステップ６２０が省略され、メタデータがアノテーションに関
連付けられなくてもよい。例えば、医療イメージングシステムは、アノテーション付き画
像を単純なグラフィック（例えば、スクリーンショット）として保存し得る。単純なグラ
フィックは、限定された解析及び／又は編集を可能にし得る。これは、データ記憶領域が
小さい場合、及び／又は臨床医による定性的ビジュアルレビューのみが望まれる場合に望
ましい可能性がある。
【００３５】
　超音波イメージングシステムを参照して本発明に係るシステムを説明してきたが、本発
明に係るシステムは、１つ又は複数の画像がシステマチックに取得される他の医療イメー
ジングシステムにも拡張され得ることが想定される。本発明に係るシステムは、腎臓、精
巣、乳房、卵巣、子宮、甲状腺、肝臓、肺、筋骨格、脾臓、心臓、動脈、及び血管系に関
連する画像情報を取得及び／又は記録するために、並びに超音波誘導インターベンション
に関連する他のイメージング用途に適用され得る。さらに、本発明に係るシステムは、従
来のイメージングシステムとともに使用され、本発明に係るシステムの特徴及び利点を提
供することを可能にする１つ又は複数のプログラムを含み得る。
【００３６】
　さらに、本発明に係るシステム、装置、及び方法は、明確なランドマークが定義及び再
現可能な任意の小部分（ｓｍａｌｌ　ｐａｒｔｓ）イメージングにも拡張され得る。さら
に、本発明に係る方法は、例えば超音波イメージングシステムのような既存のイメージン
グシステムに適用可能なプログラムコード内に埋め込まれ得る。好適な超音波イメージン
グシステムは、例えば、小部分イメージングに適し得る従来のブロードバンドリニアアレ
イトランスデューサをサポートし得るＰｈｉｌｉｐｈｓ超音波システムを含み得る。さら
に、例えば、ＱＬＡＢ（商標）などの解析技術が、撮像装置とともにオンカートで、又は
検査室の外で実行され得る後処理プログラムとして利用され得る。さらに、複数の結節、
濾胞などの解剖学的実体、又は他の検出可能な物体に、本発明に係るシステムを使用して
アノテーションを付けることができる。さらに、本発明に係るシステムの方法は、例えば
、Ｘ－ｍａｔｒｉｘ（商標）などの２Ｄアレイトランスデューサ又は機械的トランスデュ
ーサなどのトランスデューサを使用して取得されるボリュームに適用されてもよい。
【００３７】
　本発明の追加の利点及び特徴が、本開示を研究した当業者に明らかとなり、又は本発明
の新規システム及び方法を利用する者によって経験される可能性がある。その最たるもの
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として、よりユーザフレンドリーな画像アノテーションシステム及びその動作方法が提供
されることが挙げられる。本発明に係るシステム及び方法の他の利点は、従来の医療画像
システムを容易にアップグレードして、本発明に係るシステム、装置、及び方法の特徴及
び利点を組み込むことができることである。
【００３８】
　当然のことながら、上記の実施形態又はプロセスのいずれか１つが、１つ又は複数の他
の実施形態及び／又はプロセスと組み合わせられてもよく、又は、本発明に係るシステム
、装置、及び方法にしたがって別の装置又は装置の部分の間で分離及び／又は実行されて
もよい。
【００３９】
　最後に、上記の議論は、本発明に係るシステムの単なる例示であり、添付の特許請求の
範囲をいずれかの特定の実施形態又は実施形態のグループに限定するものとして解釈され
るべきではない。したがって、例示的な実施形態を参照して特に詳細に本発明に係るシス
テムを説明したが、以下の特許請求の範囲に示される本発明に係るシステムの意図される
広範な趣旨及び範囲から逸脱することなく、多様な変更及び代替的実施形態が当業者によ
って考案され得ることも理解されたい。したがって、明細書及び図面は例示的であると解
釈されるべきであり、添付の特許請求の範囲を限定するものではない。

【図１】 【図２】
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【図５】
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